
【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<機能性の高い都市空間の形成>

（新） ・ まちなか夜間景観形成事業[都市景観課] 2,608

（新） ・ 歩いて楽しめるまちづくり推進事業［市街地まちづくり推進課］ 46,683

　 ・ 路面電車観光路線検討事業［交通政策課］ 436

・ 鹿児島港港湾整備事業費負担金［都市計画課］ 529,012

（④2月補正

80,625）

・ 都市計画関連事業［都市計画課］ 71,235

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン推進事業［都市計画課］ 7,245

　 ・ かごしま団地みらい創造プラン推進事業［都市計画課］ 900

鹿児島港本港区エリアの施設整備の検討状況を踏まえながら、路面

電車観光路線の検討を行う。

にぎわいとゆとりある都市空間の創出に向けて、加治屋町１番街区に

おける市街地再開発事業を推進するとともに、マイアミ通りの歩道空

間を活用し、出店や休憩スペース等を設置する社会実験や、まちな

かの建築物建替え等の促進を図るための検討を行うなど、歩いて楽

しめるまちづくりを推進する。

市民参加による新たなにぎわい創出や愛着と誇りが持てる夜間景観

の形成を図るため、ワークショップを開催し、ライトアップの実証実験

を行う。

臨港道路鴨池中央港区線など国直轄や県施行の港湾整備事業の

促進を図る。

見直し素案の作成や公聴会等を開催し、線引きや用途地域等の都

市計画の見直しを行うとともに、適切な都市計画の運用を図るため、

基礎調査を行う。

安心・安全で歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりを推進するため、

市民や推進協議会等の意見を踏まえ、プランの見直しを行う。

多様な世代が暮らす活力ある団地を目指して、市民や事業者等との

協働のもと、活性化に向けた取組を進めるため、まちづくりの実践セミ

ナーやワークショップの運営支援などを行う。

114 



【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 屋外広告物による景観まちづくり事業［都市景観課］ 12,999

・ 次世代へつなぐ景観誘導事業[都市景観課] 2,376

・ 地域景観掘り起こし事業[都市景観課] 492

・ 景観づくり応援事業[都市景観課] 727

・ 都市景観施設マネジメント事業[都市景観課] 63,863

・ 市街地再開発促進事業[市街地まちづくり推進課] 632

・ 浜町１番街区再開発事業[市街地まちづくり推進課] 411,359

　 ・ 田上小学校周辺面的整備調査検討事業［区画整理課］ 21,048

屋外広告物条例に基づく許可事務や違反屋外広告物の簡易除却、

中心市街地における是正指導等により、屋外広告物による景観まち

づくりを推進する。

景観法・景観計画・景観条例に基づく届出制度や景観重要建造物・

樹木の指定等により、良好な景観形成を誘導する。

景観づくりを推進している団体の活動、景観重要建造物・樹木の保

全等や景観形成重点地区における建造物の修景に要する費用の一

部を助成する。

地元の再開発に対する機運・熟度等を勘案しながら、事業化へ向け

て、勉強会の開催やコーディネーターの派遣等を行う。

鹿児島観光ビルマンション建替組合が行う再開発ビルの本体工事等

に対し、引き続き助成する。

景観アドバイザーの派遣等の実施により、景観形成に対する市民意

識の高揚を図る。

地域の課題の整理等を行い、生活環境の改善に向けて、土地区画

整理事業の検討を引き続き行う。

歴史と文化の道地区のガス灯本体を更新するとともに、整備後年数

が経過し老朽化が進んでいる都市景観施設について計画的かつ効

率的な維持管理を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 土地区画整理事業の推進 4,668,929

　[区画整理課、吉野区画整理課、谷山都市整備課］ （④2月補正

104,502）

・ 郡山中央地区地区界対策事業［区画整理課］ 3,880

・ 谷山第三地区地区界対策事業［谷山都市整備課］ 11,760

・ 地籍調査事業［道路管理課］ 107,369

　 ・ 雨水貯留施設整備事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 1,120,600

<暮らしやすい生活基盤の構築>

（新） ・ 本庁舎基幹機能維持事業[管財課] 4,838

（新） ・ みんなで目指す渋滞解消プラン策定事業［街路整備課］ 10,000

国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、

地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、地図や簿冊を作成

する。（紫原団地・桜ヶ丘団地）

谷山第三地区土地区画整理事業の整備に併せて、地区外の道路整

備を行う。

にぎわいとゆとりある都市空間の創出のため、５地区の事業を推進す

る。

吉野地区・郡山中央地区・谷山駅周辺地区

谷山第三地区・吉野第二地区

吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の

整備を行う。

渋滞対策を総合的に推進するための基本計画策定に向けた基礎調

査を行う。

郡山中央地区土地区画整理事業の整備に併せて、地区外の道路整

備を行う。

本庁舎本館、東別館、みなと大通り別館について、将来的な機能維

持に必要な改修等を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新） ・ 道路照明灯ＬＥＤ化事業［道路管理課］ 20,853

（新） ・ 浄水場・処理場施設見学バーチャル動画作成事業 3,000

（水道事業特別会計）（公共下水道事業特別会計）［水道局］

（拡） ・ 東桜島合同庁舎等整備事業 180,428

[東桜島総務市民課、生涯学習課、消防局総務課]

（拡） ・ 磯海岸管理経費[河川港湾課] 13,299

（拡） ・ 空き家等対策事業［建築指導課］ 9,300

（拡） ・ 交通安全施設整備事業[道路建設課、谷山建設課] 1,098,412

（拡） ・ 雨水施設ストックマネジメント事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 502,500

磯地区における海岸保全施設の適切な維持管理を行うとともに、長

寿命化計画に基づき修繕等を行う。

道路照明灯の計画的なＬＥＤ化に向けた調査等を行う。

倒壊の危険性がある空き家の解体に対し助成するとともに、所有者

が不明な場合は、条例に基づき、市が防護ネットの設置などを行う。

また、空き家バンクを設置し、流通促進を図る。

上下水道について理解を深めてもらうとともに、上下水道をより身近

に感じてもらうため、浄水場・処理場施設見学のバーチャル動画を作

成する。

竣工後４１年経過した合同庁舎施設について、保全計画等に基づく

大規模な施設の改修整備や空調設備などの更新を行う。

歩道設置やゾーン３０の整備などの交通安全対策を行うとともに、「か

ごしま国体・かごしま大会」開催に向けた交通安全対策として、競技

会場周辺の主要道路における道路区画線の設置を行う。

雨水施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化や事

業費の平準化を図るストックマネジメント計画に基づき改築等を行うと

ともに、本年度は、次期雨水管きょ修繕・改築計画や雨水ポンプ場修

繕・改築計画の策定を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 本庁舎改修・補修等事業[管財課] 100,235

・ 浄化槽整備事業補助金［環境保全課］ 121,795

・ 公園施設（橋梁）長寿命化事業［公園緑化課］ 8,300

・ 安全安心住宅ストック支援事業[建築指導課] 52,226

・ 空家活用アドバイザー派遣事業[建築指導課] 100

　 ・ 住生活基本計画（仮称）策定事業［住宅課］ 5,864

・ 市営住宅建設事業［住宅課］ 697,492

公共用水域の水質汚濁防止等を図るため、単独処理浄化槽やくみ

取り槽から合併処理浄化槽への設置換えを行う市民等に対して助成

する。

公園内橋梁の維持管理・更新費用の縮減・平準化を図るため、長寿

命化計画に基づき計画的な点検・修繕を行う。

既存住宅の安全性を確保し、良質なストックの形成を図るとともに、安

心な住まいづくりを支援するため、住宅の耐震化やリフォームに対し

助成する。

住生活に係る各種施策を総合的・一体的に推進するため、住宅政策

の基本的な方向性を示す住生活基本計画（仮称）を策定する。

空き家の所有者等に対し、専門的な知識を有する宅地建物取引士

や建築士をアドバイザーとして派遣することで、活用を促進し、危険

な空き家の発生を抑制する。

公営住宅等長寿命化計画等に基づき、居住性や設備水準の向上を

図るため、市営住宅の建替を行う。

５～６年度 西伊敷第二住宅 ４０戸

本庁舎の長寿命化等を図るため、必要な改修工事等を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 既存集落活性化住宅建設事業[住宅課] 169,020

・ 公共建築物ストックマネジメント事業[建築課] 19,604

・ 公共建築物省エネルギー推進事業[設備課] 3,184

　 ・ 無電柱化推進計画事業［道路建設課］ 315,300

　 ・ 幹線道路整備事業など６事業[道路建設課、谷山建設課] 1,780,979

(一部再掲）

　 ・ 道路、橋りょうの整備[道路建設課、道路維持課、谷山建設課］ 2,918,907

（④2月補正

20,000）

　 ・ 鹿児島中央駅西口地区周辺道路整備事業［道路建設課］ 126,200

中長期の視点に立った計画的で効率的な維持保全を図るため、建

築物ごとの保全計画の作成や同計画に基づく改修工事の支援等を

行う。

公共建築物における省エネルギーを推進するため、設備機器の運

転支援に取り組む。

道路、橋りょうの新設改良、舗装・維持補修、側溝の整備等を実施す

る。

交通の円滑化や災害時の機能強化のほか、安心安全な道路空間の

確保を図るため、中心市街地や地域生活拠点等の拠点間を結ぶ道

路や避難施設へのアクセス道路などの整備を行う。

唐湊線や城南線の無電柱化の推進を図るため、電線類の地中化工

事等を行う。

鹿児島中央駅西口地区におけるまちづくりの基本的な考え方を踏ま

え、円滑で安全な通行環境を確保し、にぎわいが感じられる魅力あ

ふれる都市空間を創出するため、周辺道路の整備を行う。

市街化調整区域の指定既存集落内において、人口の減少や地域の

活力が低下している集落の活力維持の一助とするため、市営住宅の

建設を行う。

５年度 平川地区 ５戸
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

　 ・ 市道バリアフリー推進事業[道路建設課、谷山建設課] 29,200

　 ・ 道路ストック修繕事業［道路建設課、道路維持課、谷山建設課］ 825,290

　 ・ 橋りょう長寿命化事業[道路建設課、道路維持課、谷山建設課] 521,275

・ 主要渋滞箇所対策事業［街路整備課］ 50,300

　 ・ 道路台帳補正事業[道路管理課] 29,935

・ 建築行為に伴う市道後退用地整備事業［道路管理課］ 2,838

・ 地域下水道施設整備事業（地域下水道事業特別会計への繰出金） 16,109

［南部清掃工場］

・ 水道管路更新事業（水道事業特別会計）[水道局] 1,747,777

安全に安心して通行できる道路空間の確保と良好な居住環境の形

成を図るため、市道に隣接する土地の建築行為に伴う市道後退用地

を土地所有者の寄附により取得し、簡易な舗装整備を行う。

橋りょうの長寿命化・修繕や架け替えに係る費用縮減のため、長寿命

化修繕計画に基づき、橋りょうの予防的・計画的な点検・修繕を行う。

市道の主要渋滞箇所において、既存道路を活用した渋滞緩和の取

組を進めるため、交差点改良等を行う。

松陽台地域下水道汚水処理施設の工事等に対する繰出しを行う。

道路網の安全性・信頼性を確保するため、横断歩道橋・トンネル等の

点検・修繕を行うほか、個別施設計画に基づき適切な管理を行う。

新規に市道認定された路線や道路改良工事区域変更路線について、

道路台帳の補正を行う。

中長期的な更新需要を見据えた更新計画に基づき、老朽化した水

道管の更新を行う。

高齢者や障害者をはじめ、誰もが利用しやすい歩道となるよう、休憩

施設（ベンチ）の設置など、バリアフリーに配慮した整備を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 水道施設更新事業（水道事業特別会計）[水道局] 1,058,080

・ 水道施設等整備拡充事業（水道事業特別会計）[水道局] 374,185

・ 河頭浄水場（甲系統の浄水施設）更新事業（水道事業特別会計） 22,220

[水道局]

・ 処理施設ストックマネジメント事業（公共下水道事業特別会計） 1,593,050

・ 汚水管路施設ストックマネジメント事業 （④2月補正

（公共下水道事業特別会計）  [水道局] 810,430）

・ 処理施設改良事業（公共下水道事業特別会計） 848,548

・ 汚水管路施設改良事業（公共下水道事業特別会計）[水道局]

　 ・ 企業会計への繰出金（水道局）［財政課］ 3,724,102

水道事業や公共下水道事業に係る経費について繰出基準により繰

出しを行う。

処理施設・汚水管路施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコスト

の最小化や事業費の平準化を図るストックマネジメント計画に基づき

改築を行う。

老朽化した処理施設・汚水管路施設の改築を計画的に行うとともに、

他事業に伴う汚水管の移設工事等を実施する。

中長期的な更新需要を見据えた更新計画に基づき、浄水場やポン

プ所等の設備の更新を行う。

安全で良質な水の安定供給を図るため、紫原第三配水池の整備や、

郡山地域送水施設民間活力導入支援業務等を行う。

河頭浄水場の甲系統の浄水施設は、施設の老朽化が進んでいるとと

もに、耐震性も劣っていることから更新を行う。

５年度 ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査等
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<市民活動を支える交通環境の充実>

（新） ・ 公共交通不便地における持続可能な交通手段調査検討事業 17,895

［交通政策課］

（新） ・ 運賃クレジットカードタッチ決済導入事業（交通事業特別会計）[交通局] 176,329

（新） ・ 乗合バス更新事業（交通事業特別会計）[交通局] 284,408

（新） ・ 市電・市バス運賃箱改修事業（交通事業特別会計）[交通局] 66,099

（新） ・ 専用軌道土留擁壁等改良事業（交通事業特別会計）[交通局] 20,080

（新） ・ １０００形ブレーキ装置空制化事業（交通事業特別会計）[交通局] 40,932

（拡） ・ 公共交通不便地対策事業[交通政策課] 210,315

インバウンド需要を見据え、市電の普通運賃に関するクレジットカード

タッチ決済を運用するとともに、利用可能なカードブランドを拡充する

ほか、新たに市バスにも導入する。併せてクレジットカード決済の特

性を活かした新サービスの創設等に取り組む。

乗合バス７両を更新し、このうち２両は、環境にやさしいＥＶバスを導

入する。

運賃箱（両替機）を設置している車両について、新硬貨・新紙幣に対

応する機器への改修を行う。

専用軌道にある土留擁壁を、コンクリートで造られたＬ型擁壁等に改

良を行い、電車の安全確保、設備の耐久性向上を図る。

公共交通不便地における日常生活の交通手段を確保するため、あ

いばすや乗合タクシー等について、改善を図りながら運行するととも

に、あいばすの利用促進に向けて周知広報等に取り組む。

公共交通不便地における持続可能な交通手段の調査検討のため、

ＡＩオンデマンド交通の実証実験やあいばすの利用状況調査等を行

う。

電車１０００形で使用されているブレーキシステムを電気式から、近年

開発された、より信頼性のある空気式へ更新する。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 廃止バス路線対策事業［交通政策課］ 59,731

（拡） ・ 路線バス廃止地域支援事業［交通政策課］ 2,712

（拡） ・ 都市交通システム整備事業補助金[交通政策課] 2,896

（拡） ・ 自転車走行ネットワーク形成事業[道路建設課] 12,000

（拡） ・ 国体おもてなしラピカ事業（交通事業特別会計）[交通局] 764

　 ・ 公共交通ビジョン推進事業[交通政策課] 113

　 ・ 交通バリアフリー基本構想推進事業[交通政策課] 140

学識経験者や道路管理者、公安委員会、交通事業者等で構成する

会議を開催し、第三次交通バリアフリー基本構想の推進を図るととも

に、交通分野における心のバリアフリーをテーマとした講習会を開催

する。

学識経験者や交通事業者、行政等で構成する会議を開催し、第二

次公共交通ビジョンの推進を図る。

県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統

等について、地域住民の日常生活や公共施設の利用に必要な公共

交通機関を確保するため、令和４年１０月開始の本市と垂水市を結

ぶ系統も加え、廃止路線代替バスを運行する。

民間路線バスが廃止された地域において、地域住民の交通手段を

確保するため、新たに対象地域を追加し、乗合タクシーを運行する。

公共交通の利便性の向上を図るため、県バス協会が実施するバス停

デジタルサイネージの整備に対し助成する。

「かごしま国体・かごしま大会」を契機に本市を訪れた選手等が記念

に持ち帰りたくなるような、デポジットなしの「国体おもてなしラピカ」を

発売し、市電・市バスの利用促進と乗車料収入の増を図る。

安全で快適な自転車通行空間の整備を推進するため、次期自転車

走行ネットワーク整備計画の策定を行う。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 在来線の利用促進［交通政策課］ 142

・ 行政連絡船運航事業［桜島総務市民課］ 2,443

・ 東西幹線・南北幹線道路の整備促進[街路整備課] 649

　 ・ 都市計画道路調査事業[街路整備課] 20,880

・ 街路事業［街路整備課］ 91,571

・ 都市計画道路網再編事業[街路整備課] 17,189

・ モバイルパスの運用（交通事業特別会計）[交通局] 477

・ 谷山線電車線柱建替え及び電車線改良事業 51,017

（交通事業特別会計）[交通局]

鹿児島東西・南北幹線道路の早期整備に向けて、行政、議会、民間

が一体となって、国や県に対する要望活動等を実施し、整備の促進

を図る。

向川原惣福線の事業認可に向けた取組みを進めるとともに、県施行

の街路事業を促進する。

都市計画道路について、社会情勢の変化や本市の将来像を見据え

た見直しを図るため、対象路線の評価・検証等を行う。

道路交通の現状把握のため、道路交通量調査を行うほか、都市計画

道路の整備を推進するため、引き続き、武武岡線の検討を進める。

沿線市等で構成される県鉄道整備促進協議会や指宿枕崎線輸送

強化促進期成会において利用促進活動等を実施し、在来線の利

用促進を図る。

新島と桜島間における市民の交通の利便や市行政の円滑な遂行を

図るため、行政連絡船を運航する。

専用軌道や一部の併用軌道に設置されている電車線柱を更新する。

スマートフォン等で購入できる乗車券（スマホ１日乗車券、２４時間乗

車券、ナイトパス）を販売し、利用者の利便性向上を図る。
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【６．質の高い暮らしを支える　快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ センターポール照明ＬＥＤ化事業（交通事業特別会計）[交通局] 25,270

・ ＶＶＶＦ制御装置更新事業（交通事業特別会計）[交通局] 142,560

・ 渡り線その他分岐器更換事業（交通事業特別会計）[交通局] 32,967

・ 専用軌道停留場上屋改修事業（交通事業特別会計）[交通局] 10,625

・ 併用軌道交差点改良事業（交通事業特別会計）[交通局] 15,633

・ 併用軌道横断歩道舗装改修事業（交通事業特別会計）[交通局] 90,259

・ 桜島フェリー施設長寿命化計画推進事業（船舶事業特別会計）[船舶局] 45,171

・ 企業会計への繰出金（交通局、船舶局）［財政課］ 803,115

経年劣化によりコンクリート壁の一部に破損やひび割れが見られるた

め、上屋の改修を行い、安全性の確保と利用者へのサービス向上を

図る。

交差点の軌道をコンクリートブロックを用いた制振構造に改良し、通

行する自動車等の安全性を確保するとともに、騒音や振動の低減を

図る。

併用軌道における横断歩道の舗装改修を行い、横断時の安全性の

向上を図る。

線路に敷設されている老朽化した分岐器の更換を行い、電車通過時

の安全性を確保し、利用者の乗り心地向上を図る。

センターポール照明に使用されている水銀灯をＬＥＤに更新する。

電車２１１０形から２１４０形で使用されている、モーターを制御して速

度を調整するためのＶＶＶＦ制御装置を更新する。

交通事業や船舶事業に係る経費について繰出基準等により繰出し

を行う。

船舶乗降施設等の長寿命化やライフサイクルコストの縮減を図るた

め、航路附属施設長寿命化計画に基づき整備を行う。
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